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株主優待制度導入に伴う配当方針の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2026 年２月 13 日開催の取締役会において、株主還元の強化のため、株主優待制度の導入に伴う配

当方針の変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．配当方針の変更および株主優待制度導入の背景 

当社はこれまで、既存事業の収益力強化および成長領域への戦略的投資を通じて、中長期的な企業

価値の向上に努めてまいりました。この中で、株主の皆様への利益還元を経営の重要項目と位置づけ、

「配当性向 30％を目標とした安定的な累進配当」を基本方針としてまいりました。 

一方、当社を取り巻く株主構成、流通株式比率、時価総額、財務状況などを総合的に勘案した結果、

個人株主の皆様との関係強化が、当社の中長期的な成長に資するものと判断いたしました。このため、

個人株主の中長期的な株式保有を促進する施策として、新たに株主優待制度を導入することを決定い

たしました。 

今回の決定は、従来の「配当による利益還元」の枠組みを見直し、剰余金の配当と株主優待を組み

合わせた総合的な株主還元方針へ刷新することで、より多くの株主の皆様へ広く還元することを目的

としたものです。 

 

２．新たな配当方針 

当社は、株主還元の基本方針を「配当と株主優待による株主還元の実施」へ改め、従来の累進配当

方針を廃止いたします。引き続き、企業価値向上に資する投資を優先しつつ、財務状況、事業展開、

成長投資の状況などを総合的に勘案し、適切な水準での株主還元を継続してまいります。 

当社は、今回の新たな株主還元方針のもと、株主の皆様への利益還元の充実と企業価値の一層の向

上に努めてまいります。 

 

３．株主優待制度の概要 

（１）対象となる株主様 

毎年６月末日（基準日）時点の株主名簿に記載または記録された、当社普通株式 200 株以上を保

有されている株主様を対象といたします。 

 

 



（２）株主優待の内容 

優待還元額を固定し、対象株主様にて按分するシェア型株主優待を導入いたします。 

保有株式数 基準日 優待内容 

200 株 ６月末 

デジタルギフト®にて配布いたします。 

優待還元額を 20,000 千円に固定 

対象株主様の人数で分配 

※2025 年 12 月末日の株主名簿では、200 株以上の株式を有する株主数は 609 名になります。 

この人数を元に算出すると株主様１人当たりの予定配布額は 32,841 円となります。 

なお、2025 年 12 月末日の株主名簿を元に算出した金額のため、実際には 2026年６月末日の

株主数により１人当たりの予定配布額は変動いたします。 

 

（３）株主優待のご案内時期 

毎年６月末日を基準日として、基準日から３ヶ月以内を目途に発送いたします。 

 

４．今後の見通し 

本株主優待制度の変更により、株主優待還元額 20,000 千円を一般管理費として計上する予定です。

なお、2026 年６月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後、開示すべき事項が

発生した場合には速やかにお知らせします。 

以上 


